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株主各位

第40期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

事業報告における業務の適正を確保
するための体制及び当該体制の運用状況

連結計算書類における連結注記表

計 算 書 類 に お け る 個 別 注 記 表

株 式 会 社 ア イ ケ イ

第40期定時株主総会招集ご通知の提供書面のうち、事業報告における「業務の

適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、連結計算書類における

「連結注記表」及び「計算書類」における個別注記表につきましては、法令及

び当社定款第18条に基づきインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する

ことにより株主の皆様に提供しております。



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　イ　当社は、毎月１回開催の定時取締役会のほか、常勤取締役、常勤監査

等委員及び執行役員を構成員とする社内役員会を毎週１回開催し、取締

役会付議事項に関する予備的検討及び職務執行についての審議・決定等

を行うことにより監督機能の向上に努める。

　ロ　当社グループは、法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができる

ように「企業信頼方針」、「倫理行動規範」を定め、周知徹底を図るほ

か、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を当

社の経営会議であるＴＯＰ会議内に設置し、コンプライアンス体制及び

リスク管理体制の維持・向上を図る。さらに「内部通報規程」を制定

し、不正行為等の早期発見を図る。

　ハ　当社は、監査等委員会を設置するとともに、複数の社外取締役を選任

し、取締役の職務の執行について法令・定款に適合することを監視す

る。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  イ  「文書管理規程」の定めるところにより、取締役の職務執行に係る

    情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存する。

  ロ　取締役は必要に応じ、常時これらの文書等を閲覧できる。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  イ  「リスク管理規程」を制定し、各部門にリスク管理の責任者を配置す

ることで部門ごとの自主的なリスク管理を行う。

  ロ  緊急事態発生時は「危機管理マニュアル」に従い、有事の対応を迅速

かつ適切に行うとともに防止策を講じる。

　ハ　当社グループは、各社の相互提携のもと当社グループ全体のリスク管

理を行う。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  イ  当社グループは、常勤取締役、常勤監査等委員及び執行役員を構成員

とする社内役員会を毎週１回開催し、取締役会付議事項に関する予備的

検討及び職務執行についての報告・審議・決定等を機動的に行う。
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  ロ  全社的経営目標を達成するため、常勤取締役、常勤監査等委員、執行

役員、事業部長及び各チームの責任者であるチームマネージャーを構成

員とする収益管理会議を毎月１回開催する。

⑤　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

  イ　グループ各社から定期的に経営状況の報告を受け、経営方針、問題点

等を当社取締役会に報告する。

  ロ　当社の内部監査室において、必要に応じてグループ各社の監査を実施

し、関係部署に報告する。

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合にお

ける当該社員に関する事項とその社員の取締役からの独立性に関する事

項及びその社員に対する指示の実効性確保に関する事項

  イ　当社は、監査等委員会を補助する社員は配置していませんが、監査等

委員から要請を受けた場合には、監査等委員会との協議により配置す

る。

  ロ　監査等委員の職務を補助すべき社員の任命等における人事権に係る

決定は、監査等委員会の同意を得て決定し、取締役からの独立性を確保

する。

　ハ　監査等委員より業務監査に必要な指示を受けた社員は、取締役からの

指揮命令、制約を受けないものとする。

⑦　取締役及び社員等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等

委員への報告に関する体制

  イ　取締役は、取締役会、社内役員会等において、その担当する業務の執

行状況について報告を行う。

  ロ  監査等委員は、取締役会、社内役員会、その他重要な会議に出席する

ほか、業務執行に係る文書を閲覧し、取締役又は社員に説明を求めるこ

とができる。

⑧　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　　　監査等委員が職務執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を

したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場

合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
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⑨　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  イ　取締役及び社員は当社の業務又は業績に重要な影響を及ぼす事項に

ついて、監査等委員に速やかに報告する。また、監査等委員は必要に応

じて取締役及び社員に対し報告を求めることができる。

  ロ  監査等委員及び監査等委員会は代表取締役社長、内部監査室、監査法

人とそれぞれ定期的又は必要に応じて意見交換を行う。

⑩　監査等委員へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを

　　確保するための体制

　　　監査等委員へ報告を行った当社グループの取締役及び社員に対し、不

　　利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

（上記の業務の適正を確保するための体制の運用状況）

①　取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　　　定時取締役会のほか、毎週１回社内役員会を開催し、職務執行につい

　　ての確認をしております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　取締役会議事録は開催ごとに作成され、管理チームにて保存されてお

　　ります。また、稟議書についても同様であります。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　「リスク管理規程」及び「危機管理マニュアル」を基礎として、その

　　重要性に応じてリスク対応しております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　定時取締役会のほか、毎週１回開催の社内役員会及び管理会計に基づ

　　く収益管理会議を毎月１回開催し、意思決定の迅速化及び課題に対する

　　対策を立案・実行しております。

⑤　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　　　当社取締役会において、連結子会社の代表取締役から現況及び課題・

　　対策について報告を受けております。
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⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合にお

　　ける当該社員に関する事項とその社員の取締役からの独立性に関する事

　　項及びその社員に対する指示の実効性確保に関する事項

　　　専任の監査等委員会スタッフを置いていませんが、内部監査室と適切

　　に連携をとっております。

⑦　取締役及び社員等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査

　　等委員への報告に関する体制

　　　監査等委員は重要な社内会議に参加し、取締役又は社員から意見・報

　　告を求めているほか、内部監査室と連携し各部門からの意見・報告を入

　　手しております。

⑧　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

　　他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

　　する事項

　　　監査等委員の職務執行について生ずる費用はその都度、精算処理して

　　おります。

⑨　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　監査等委員及び監査等委員会は定期的に代表取締役会長及び代表取締

　　役社長、内部監査室、監査法人とそれぞれ情報・意見交換を行い、情報

　　の共有化が図られております。

⑩　監査等委員へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを

　　確保するための体制

　　　取締役及び社員が監査等委員へ報告したことにより、不利な取扱いを

　　受けないことを周知しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　５社

・連結子会社の名称　　　　　　株式会社フードコスメ

アルファコム株式会社

株式会社プライムダイレクト

I.K Trading Company Limited

艾瑞碧(上海)化粧品有限公司

②　非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称　　　　　株式会社音生、株式会社ネイビーズ
 

・連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・会社等の名称　　　　　　　　株式会社音生、株式会社ネイビーズ

・持分法を適用しない理由　　　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、アルファコム株式会社の決算日は４月30日、I.K Trading Company 

Limitedの決算日は３月31日、艾瑞碧(上海)化粧品有限公司の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、アルファコム株式会社については2021年４月30日現在の

計算書類を使用し、I.K Trading Company Limitedは2021年３月31日現在の計算書類を使用

し、艾瑞碧(上海)化粧品有限公司については2021年３月31日現在で実施した仮決算に基づく

計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行

っております。

　その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

　　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　イ．有形固定資産　　　　　　　定率法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　８～47年

ロ．無形固定資産　　　　　　　定額法

　　　　　　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。
 

ロ．賞与引当金　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき、

当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ．返品調整引当金　　　　　　返品による損失に備えるため、過去の実績を基準として

算出した見積額を計上しております。

ニ．顧客補償等対応費用引当金　今後発生が見込まれる顧客等への補償費用及び損失につ

いて、合理的に見積もることが可能な金額を計上してお

ります。

ホ．課徴金引当金　　　　　　　連結子会社の株式会社プライムダイレクトが不当景品類

及び不当表示防止法（景品表示法）第７条第１項の規定

に基づく消費者庁の措置命令を受けており、それに伴う

課徴金の支払見込額を計上しております。
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④　退職給付に係る会計処理の方法

　　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

　　を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間

　　個別案件毎に判断し、５年以内の合理的な年数で均等償却しております。

⑥　消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２. 表示方法の変更に関する注記

　（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当連

　　結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積り

　　に関する注記を記載しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

　　 商品及び製品の評価

　　　(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

当連結会計年度

商品及び製品 1,928,944

　　　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　　　商品は、取得原価で測定しておりますが、期末における正味売却価額が取得原価より

　　　　も下落している場合には、当該正味売却価額で測定し、取得原価との差額は当連結会計

　　　　年度の費用として処理しております。また、正味売却価額の見積りは、商品種類ごとの

　　　　直近の販売実績等を基に個別に見積っており、営業循環過程から外れた滞留品について

　　　　は、将来の需要や市場動向を反映して正味売却価額を算定しております。

　　　　　市場環境が悪化して正味売却価額等が下落した場合には、翌連結会計年度の連結計算

　　　　書類において損失が発生する可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 59,386千円

土地 80,097千円

計 139,484千円

②　担保に係る債務

一年内返済予定の長期借入金

長期借入金

220,054千円

195,892千円

計 415,946千円

　　　　上記①の資産に銀行取引に係る根抵当権（極度額200,000千円）が設定されております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 566,259千円

(3) 受取手形裏書譲渡高 1,321千円

(4) 偶発債務

　当社および当社の連結子会社であります株式会社プライムダイレクトが販売している「ス

ピードヒート（温熱ベスト）」の初期モデルに使用していましたリチウムイオン電池バッテ

リーが膨張・発火する事故が数件発生いたしました。これに伴い、今後、対応費用として見

込まれる金額を顧客補償等対応費用引当金として計上しております。

　なお、現時点では対応費用を合理的に見積もっておりますが、進行状況等によっては、追

加で対応費用が発生する可能性もあります。
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５．連結損益計算書に関する注記

　　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

　　ております。

 (1)減損損失を認識した資産グループの概要

用途 場　所 種 　 類 減損損失額

店舗資産 愛知県名古屋市中区  建物 　   7,767千円

店舗資産 東京都文京区  建物、その他 　   7,770千円

店舗資産 東京都墨田区  建物 　   6,169千円

店舗資産 京都府京都市下京区  建物、差入保証金 　   3,603千円

店舗資産 神奈川県横浜市西区  建物、その他、差入保証金 　   6,413千円

店舗資産 兵庫県姫路市  建物、差入保証金 　   8,377千円

店舗資産 大阪府大阪市北区  建物、その他、差入保証金 　   7,431千円

店舗資産 福岡県福岡市中央区  建物、差入保証金 　   7,316千円

店舗資産 東京都台東区他  建物、差入保証金 　　 3,836千円

 (2)資産のグルーピング方法

　当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として資産の

グルーピングを行っております。

 (3)減損損失の認識に至った経緯

　「BtoC事業」において、店舗における営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、

今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗及び退店決定店舗について、帳簿価額を減損

損失として、特別損失に計上しております。

 (4)回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、売却が困難であるた

め零としております。

 (5)減損損失の金額

　減損損失58,686千円は特別損失に計上しており、その内訳は次のとおりであります。

　建物　　　　　　　 48,841千円

　その他　　　　　　　　311千円

　差入保証金　　　　　9,534千円

　合計　　　　　　　 58,686千円
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 7,808,000株 500,000株 －株 8,308,000株

（注）発行済株式の総数の増加は、公募により、500,000株の募集株式の発行を実施したことによ

るものです。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 549,100株 76株 81,600株 467,576株

（注）自己株式の数の増加及び減少は、単元未満株式の買取請求による増加並びに譲渡制限付株

式報酬としての自己株式の処分による減少6,600株及び第三者割当による自己株式の処分

75,000株によるものです。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2020年８月20日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 87,106 12 2020年５月31日 2020年８月21日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

　　るもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2021年８月19日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 94,085 12 2021年５月31日 2021年８月20日
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７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　　　　当社グループは、資金運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産で運用

　　　　し、運転資金については銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　　　　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。

　　　　有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する株式及びＭＭＦ等であり、市場価

　　　　格の変動リスクにさらされております。

　　　　貸付金は、顧客の信用リスクにさらされております。

　　　　差入保証金は、取引企業等の信用リスクにさらされております。

　　　　営業債務である買掛金、未払金はそのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。借

　　　　入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は決算後、最長

　　　　で４年であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

　　イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　　　　当社グループは、主に各営業部門において取引先の状況を定期的にモニタリングし、取

　　　　引相手先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の

　　　　早期把握や軽減を図っております。

　　ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　　　　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価の把握を行い、非上場株式につい

　　　　ては発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

　　ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　　　　当社グループは各部門からの報告に基づき経理グループが適時に資金繰計画を作成・更

　　　　新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

　　　　に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

　　　　でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

　　　　ます。

－ 11 －



(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2021年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

連結貸借対照表計上額（千円） 　時価（千円） 差額（千円）

(1) 現 金 及 び 預 金 800,795 800,795 －

(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 2,800,073 2,800,073 －

(3) 有価証券及び投資有価証券
  そ の 他 有 価 証 券

201,893 201,893
－

(4) 長 期 貸 付 金
（短期貸付金を含む）

142,695 142,298 △396

(5) 差 入 保 証 金 150,511 150,484 △27

資 産 計 4,095,969 4,095,545 △423

(6) 買 掛 金 1,007,075 1,007,075 －

(7) 未 払 金 544,234 544,234 －

(8) 未 払 法 人 税 等 144,343 144,343 －

(9) 長 期 借 入 金
（1年内返済予定を含む）

1,308,439 1,304,939 △3,499

負 債 計 3,004,093 3,000,593 △3,499

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　　資　産

　(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

　　　これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

　(3)有価証券及び投資有価証券

　　　これらの時価については、期末日の市場価格等によっております。株式は取引所の価格に

よっております。また、ＭＭＦにつきましては、短期間で決済されるものであるため、帳

簿価額を時価とみなしております。

　(4)長期貸付金（短期貸付金を含む）

　　　長期貸付金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の貸付を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっております。

　(5)差入保証金

　　　合理的に見積もりした敷金の償還予定時期に基づき、国債の利回り等適切な指標による利

率で割り引いた現在価値により算定しております。
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　　負　債

　(6)買掛金、(7)未払金、(8)未払法人税等、

　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

　(9)長期借入金（１年内返済予定を含む）

　　　長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっております。

　２．非上場株式（連結貸借対照表計上額27,957千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから「（3）有価証券及び投資有価証券」に含めておりま

せん。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 451円96銭

(2) １株当たり当期純利益 42円60銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 42円28銭

９. その他の注記

　　（追加情報）

　　（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　　　当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り

　　について、連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コ

　　ロナウイルス感染症による当社グループへの影響は、事業によって程度が異なるものの、営

　　業利益等の減少が見込まれる事業については、その影響が翌連結会計年度の一定期間に及ぶ

　　ものと仮定し、会計上の見積りを行っております。

　　　新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経営環境への影響が変化した場合には、上記の

　　見積りの結果に影響し、翌連結会計年度以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性

　　があります。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

    子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法

　　その他有価証券

　　・時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

　　・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

　・商品及び製品　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　・原材料及び貯蔵品　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　10～47年

②　無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき、

当事業年度負担額を計上しております。

③　返品調整引当金　　　　　　　　返品による損失に備えるため、過去の実績を基準とし

て算出した見積額を計上しております。
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④　顧客補償等対応費用引当金　　　今後発生が見込まれる顧客等への補償費用及び損失に

ついて、合理的に見積もることが可能な金額を計上し

ております。

⑤　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日に

おける退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

①　消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。

②　のれんの償却方法及び償却期間　個別案件毎に判断し、５年以内の合理的な年数で均等

償却しております。

２. 表示方法の変更に関する注記

　（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当事

　　業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記

　　を記載しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

　　　 商品及び製品の評価

　　　(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

当事業年度

商品及び製品 1,235,345

　　　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　　　当該見積りに関する情報は、連結計算書類の注記と同一の内容であるため、記載を省

　　　　略しています。
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４．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 59,386千円

土地 80,097千円

計 139,484千円

②　担保に係る債務

一年内返済予定の長期借入金

長期借入金

220,054千円

195,892千円

計 415,946千円

　　　　上記①の資産に銀行取引に係る根抵当権（極度額200,000千円）が設定されております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 274,726千円

  (3) 受取手形裏書譲渡高 1,321千円

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 298,899千円

②　長期金銭債権 822,196千円

③　短期金銭債務 41,160千円

５.損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 売上高 268,312千円

(2) 仕入高 366,179千円

(3) 販売費及び一般管理費 20,374千円

(4) 営業取引以外の取引高の総額 38,912千円

６.株主資本等変動計算書に関する注記

　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 549,100株 76株 81,600株 467,576株

（注）　 自己株式の数の増加及び減少は、単元未満株式の買取請求による増加並びに譲渡制限付

　　　株式報酬としての自己株式の処分による減少6,600株及び第三者割当による自己株式の処

　　　分75,000株によるものです。
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７．税効果会計に関する注記

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 10,403千円

未払事業税 7,570千円

返品調整引当金 13,367千円

退職給付引当金 43,841千円

長期未払金 51,675千円

関係会社株式評価損 40,235千円

貸倒引当金 75,952千円

顧客補償等対応費用引当金 5,338千円

その他 15,661千円

繰延税金資産小計 264,047千円

評価性引当額 △178,843千円

繰延税金資産合計 85,204千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △2,109千円

　その他 △118千円

繰延税金負債合計 △2,228千円

繰延税金資産の純額 82,975千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの

　　当該差異の原因となった主な項目別内訳

　       　法定実効税率　　　　　　　　　　　                 30.6％

　　　　　　（調整）

　　　　　 永久に損金に算入されない項目　                      1.8％

　　　　　 住民税均等割　　　　　　　　　　　                  1.4％

　　　　　 評価性引当額の増減　　　　　　　　　　　　　　　   13.0％

　　　　　 税額控除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  △2.0％

　　　　　 過年度法人税等　　　　　　　　　　　　　　　　　  △2.3％

　　　　　 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    0.0％

　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率　　             42.5％
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８．関連当事者との取引に関する注記

    子会社等

種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

関連当事者との関係 取 引 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社 ㈱フードコスメ
所有
 直接　100.0％

資金の援助

役員の兼任

資金の貸付
　(注1)

資金の回収

利息の受取
　(注1)

100,000

70,284

2,187

短期貸付金
長期貸付金
  (注2)

―

 56,144
283,652

―

子 会 社 ア ル フ ァ コ ム㈱
所有
 直接  100.0％

資金の援助

資金の貸付
 （注1）

資金の回収

利息の受取
 （注1）

―

13,200

1,403

短期貸付金
長期貸付金
  (注3)

―

  23,616
 175,184

―

子 会 社 ㈱プライムダイレクト
所有
 直接  100.0％

資金の援助

役員の兼任

資金の貸付
　(注1)

 資金の回収

利息の受取
　(注1)

100,000

85,398

2,065

短期貸付金
長期貸付金

―

100,392
235,810

―

子 会 社 ㈱ネイビーズ
所有
 直接  100.0％ 資金の援助

資金の貸付
　(注1)

 資金の回収

利息の受取
　(注1)

―

26,604

987

短期貸付金
長期貸付金

―

36,204
102,992

―

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注1）子会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定して

　　　　 おり、返済期間は５～７年としております。なお、担保は受け入れておりません。

　（注2）当事業年度において、㈱フードコスメに対する貸付金等の期末残高に対して78,860千円

の貸倒引当金及び78,860千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

　（注3）当事業年度において、アルファコム㈱に対する貸付金等の期末残高に対して151,050千

円の貸倒引当金及び41,470千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 372円72銭

(2) １株当たり当期純利益 19円47銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 19円32銭
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10. その他の注記

　　（追加情報）

　　（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　　　当社では、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについ

　　て、計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイル

　　ス感染症による当社グループへの影響は、事業によって程度が異なるものの、営業利益等の

　　減少が見込まれる事業については、その影響が翌事業年度の一定期間に及ぶものと仮定し、

　　会計上の見積りを行っております。

　　　新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経営環境への影響が変化した場合には、上記の

　　見積りの結果に影響し、翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

　　ります。
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